
大田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

 

令和６年４月１日 

 

大田市長 

 

大田市規則第２８号 

大田市職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

大田市職員の給与に関する規則（平成１７年大田市規則第３９号）

の一部を次のように改正する。 

別表第１中「 

教育委員会の事務

部局 

部長 三種 

課長 四種 

センター長 四種 

主査 四種 

」を「 

教育委員会の事務

部局 

部長 三種 

課長 四種 

室長 四種 

センター長 四種 

主査 四種 

」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


